
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の規定に基づく

市長が定める方法 
（平成３０年 ３月２７日告示第 ４２８号） 

〔改正〕令和 ４年１１月 １日告示第１６２０号 

 
 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１０４号）第４９条

の規定に基づき、市長が定める方法を次のように定める。 
 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第４９条に規定する市長が定める方法は、アスベストモ

ニタリングマニュアル（第４．２版）（環境省 水・大気環境局 大気環境課）及び日本産業規格Ｋ３８５

０－１に定められた方法とする。 
附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 

 この告示は、令和４年１１月１日から施行する。 


